
２０２６年２月８日 

柏楽園町会 執行部 

ふるさと会館利用料金の改定と 

利用申し込み方法の変更 

１．利用料金の変更 

（１）現状の課題  

①利用者が減り、利用料の収入が減っており、修繕費や光熱費の負担が大きい。 

 町会員も減少しており、（R5年度８６５世帯⇒R7年度８３１世帯）町会費も減少。 

 

 

 

 

②「柏楽園ふるさと会館管理運営規約」通りに運用されていない部分がある。 

第５条第５項 町会員の使用を原則とする。 

第８条第２項 塾活動、宗教活動及び政治活動は原則として、使用を認めない。 

 

 

（２）変更後の料金 

 ①町会登録団体 ②会員スポット ③非会員スポット  

  ８００円 １，０００円 ２，０００円  

  



①町会登録団体とは 

 代表者が町会員で、メンバーの７割以上が町会員の団体であり、非営利 

目的で利用する団体が、「ふるさと会館登録書」を町会に提出し、町会に登 

録を許可された団体のこと。 

②会員スポットとは 

代表者が町会員で、メンバーの７割以上が町会員である団体、グループが 

不定期で利用する場合のこと。 

 

※営利目的、受講料が発生するセミナーやサークルは非会員スポットと 

同料金とします。 
 

（３）新料金適用時期 

   ４月利用分から 

２．申し込み方法の変更 

  ５月以降、新規で申し込む分からホームページからのWeb申し込みとします。 

  鍵の受け渡しは利用者に個別に案内をします。 

  移行期間：４月中の申し込み（６月利用分まで）については従来通りの申し込み

方法とし、申込先は執行部とします。 

３．利用登録の申請について 

２月８日（土）から随時受け付けます。 

３月中に登録をした団体は４月の利用から適用します。それ以降は許可された 

翌月の利用から料金が適用されます。 

以上 


